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第２９号議案 

 

 

   令和８年度芦屋市一般会計予算 

 

  令和８年度芦屋市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ49,380,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」

による。 

 （地方債） 

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債 

 の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額 

 は、10,000,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の 

 金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた 

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

      令和８年２月１７日提出 

 

                                           芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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1 25,070,098

1 市民税 14,336,085

2 固定資産税 8,247,862

3 軽自動車税 52,631

4 市たばこ税 247,414

6 入湯税 31,206

8 事業所税 74,798

10 都市計画税 2,080,102

2 168,300

1 地方揮発油譲与税 25,000

2 自動車重量譲与税 132,000

4 森林環境譲与税 11,300

3 74,000

3 利子割交付金 74,000

4 342,000

4 配当割交付金 342,000

5 669,000

5 株式等譲渡所得割交付金 669,000

6 142,000

6 法人事業税交付金 142,000

7 2,197,000

7 地方消費税交付金 2,197,000

9 2,500

9 ゴルフ場利用税交付金 2,500

10 82,900

10 地方特例交付金 82,900

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

地方特例交付金
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11 550,000

11 地方交付税 550,000

12 10,000

12 交通安全対策特別交付金 10,000

20 170,401

1 分担金 60

2 負担金 170,341

21 1,403,011

1 使用料 1,223,247

2 手数料 179,764

22 7,916,872

1 国庫負担金 5,713,248

2 国庫補助金 2,175,774

3 国庫委託金 27,850

23 3,155,150

1 県負担金 2,145,677

2 県補助金 773,206

3 県委託金 236,267

24 166,954

1 財産運用収入 166,951

2 財産売払収入 3

25 126,190

25 寄附金 126,190

26 3,685,008

1 基金繰入金 3,592,859

2 他会計繰入金 92,149

項 金　　　　　額

 千円

款

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金
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27 1

27 繰越金 1

28 917,115

1 預金利子 6,025

2 延滞金、加算金及び過料 20,120

3 貸付金元利収入 24,782

4 公営企業貸付金元利収入 205,568

20 雑入 660,620

29 2,531,500

29 市債 2,531,500

49,380,000

項 金　　　　　額

 千円

款

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

-6-



1 397,759

1 議会費 397,759

2 4,255,656

1 総務管理費 3,140,957

2 徴税費 622,069

3 戸籍住民基本台帳費 371,843

4 選挙費 67,360

5 統計調査費 18,959

6 監査委員費 34,468

3 19,435,899

1 社会福祉費 7,770,828

2 老人福祉費 2,399,665

3 児童福祉費 7,744,308

4 生活保護費 1,518,449

5 災害救助費 2,649

4 4,743,997

1 保健衛生費 2,537,043

2 清掃費 1,925,056

3 上水道費 281,898

5 22,477

2 労働諸費 22,477

6 8,817

6 農林水産業費 8,817

7 268,412

7 商工費 268,412

8 7,151,015

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費
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1 土木管理費 107,591

2 道路橋梁費 1,834,451

4 都市計画費 4,669,825

5 住宅費 539,148

9 1,847,458

9 消防費 1,847,458

10 5,837,136

1 教育総務費 1,676,464

2 小学校費 1,074,165

3 中学校費 283,515

5 幼稚園費 291,995

6 社会教育費 1,438,767

7 保健体育費 1,072,230

11 10,000

1 公共施設災害復旧費 10,000

12 5,301,220

12 公債費 5,301,220

13 154

1 普通財産取得費 154

30 100,000

30 予備費 100,000

49,380,000

 千円

項 金　　　　　額款

予備費

歳　　出　　合　　計

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

諸支出金
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Ｊ Ｒ 芦 屋 駅 南 地 区 地 下 令和９年度から 1,697,048

自 転 車 駐 車 場 整 備 工 事 令和11年度まで

令和９年度から

Ｊ Ｒ 芦 屋 駅 南 地 区 ペ デ 令和９年度から 1,264,111

ストリアンデッキ整備工事 令和11年度まで

ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地 令和９年度から 1,519,214

再開発事業権利床等整備負担金 令和11年度まで

家 庭 ご み 収 集 用 車 両 購 入 令和８年度から 14,391

22,041

令和９年度まで

令和９年度まで

103,774

再 開 発 事 業 工 事 監 理 業 務 令和11年度まで

令和９年度から

芦屋市市民課窓口運営業務 令和９年度から 337,291

令和11年度まで

市 庁 舎 オ フ ィ ス 環 境 改 革 令和９年度から 39,380

支 援 ・ 基 本 設 計 業 務 令和13年度まで

ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地

第２表　債務負担行為

期　　　　　間事　　　　　　　項

令和８年度から 11,356県 議 会 議 員 選 挙 執 行 事 業

限　　度　　額

令和９年度まで

千円

市長・市議会議員選挙執行事業 令和８年度から

芦 屋 市 環 境 処 理 セ ン タ ー 令和９年度から 129,276

長 期 包 括 的 運 営 業 務 令和11年度まで

芦屋市立体育館・青少年セ 24,539

ンターエレベータ更新工事 令和10年度まで

高 齢 者 生 活 支 援 セ 令和９年度から 30,745

ン タ ー 運 営 業 務 令和11年度まで
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自 然 学 校 バ ス 借 上 業 務 令和９年度 8,854

芦 屋 市 立 養 護 老 人 令和９年度 2,993

ホ ー ム の 指 定 管 理 業 務

国 指 定 史 跡 会 下 山 遺 跡 令和９年度 5,610

保存活用計画策定支援業務

環 境 処 理 セ ン タ ー 施 設 令和９年度 14,000

整 備 に 伴 う 発 注 支 援 業 務

（ 令 和 9 年 度 課 税 分 ）

千円

ネットワーク更新・運用業務 令和14年度まで

令和９年度 8,550市 県 民 税 賦 課 業 務

庁 内 仮 想 基 盤 及 び 令和９年度から 696,536

事　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

庁 内 情 報 系 シ ス テ ム 令和９年度 28,160

統 合 運 用 管 理 業 務
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起債の方法

保 育 所 施 設 整 備 事 業 普通貸借又
は証券発行
の方法によ

清 掃 施 設 整 備 事 業 り、国又は
銀行その他
から借り入

道路橋梁新設改良事業  れる。

公 園 整 備 事 業

市 街 地 再 開 発 事 業

公 営 住 宅 建 設 事 業

消防防災施設整備事業

災 害 対 策 事 業

小 学 校 施 設 整 備 事 業

社会教育施設整備事業

見直し方式で借 ３０年以内に毎

第３表　地方債

起債の目的 限 度 額 利　　率 償還の方法

千円
75,900    5.0%以内　　 借入れの日から

（ただし、利率 据置期間を含め、

った後において あるときはその

53,700    り入れる政府資 年度元利均等そ
金及び地方公共 の他の方法によ
団体金融機構資 り償還する。な

612,400   金について、利 お、借入先の融
率の見直しを行 通条件に変更の

54,300    は、当該見直し 融通条件に従う。
後の利率）　 ただし、財政の

都合その他によ
1,054,300 っては、定額以

　 上を償還し、又
は左記利率の範

96,300    囲内で借り換え
することができ
る。

150,000   

13,500    

360,200   

60,900    
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第３０号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ 

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,120,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

 （一時借入金） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。 

 

 

   令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                                            芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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1 2,079,738

1 国民健康保険料 2,079,738

2 80

1 手数料 80

6 6,066,421

2 県補助金 6,066,421

8 2,174

1 財産運用収入 2,174

9 960,694

2 他会計繰入金 960,694

10 1

1 繰越金 1

11 10,892

2 延滞金、加算金及び過料 5,500

20 雑入 5,392

9,120,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

国民健康保険料

使用料及び手数料

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 226,880

1 保険管理費 226,880

2 5,855,145

1 療養諸費 5,813,130

2 任意給付費 42,015

6 2,915,053

1 医療給付費分 1,907,440

2 後期高齢者支援金等分 686,420

3 介護納付金分 256,685

4 子ども・子育て支援納付金分 64,508

11 98,236

1 保健事業費 42,916

2 特定健康診査等事業費 55,320

12 1

1 公債費 1

13 14,685

1 諸支出金 14,685

30 10,000

30 予備費 10,000

9,120,000

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

保険総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

公債費

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計
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第３１号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市公共用地取得費特別会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の公共用地取得費特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ522,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

 （一時借入金） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 

 

 

   令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                                           芦屋市長  髙 島  崚 輔
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1 457,452

2 財産売払収入 457,452

2 4,146

2 繰入金 4,146

3 1

3 繰越金 1

4 60,401

20 雑入 60,401

522,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 11,048

1 用地買収費 11,048

2 460,546

2 公債費 460,546

3 49,406

3 諸支出金 49,406

30 1,000

30 予備費 1,000

522,000

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

用地費

公債費

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計

-19-



 

-20-



   

  

第３２号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市都市再開発事業特別会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の都市再開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ524,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」

による。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた 

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

      令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                                             芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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4 42,287

2 国庫補助金 42,287

6 60

1 財産運用収入 60

8 481,652

8 繰入金 481,652

9 1

9 繰越金 1

524,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

国庫支出金

財産収入

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計
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1 514,000

1 芦屋駅北地区再開発事業費 1,900

2 芦屋駅南地区再開発事業費 512,100

30 10,000

30 予備費 10,000

524,000

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

都市再開発事業費

予備費

歳　　出　　合　　計
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第２表　債務負担行為

事　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

千円
ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地 令和９年度から 610,279

街 地 再 開 発 事 業 再 開 発 ビ ル 内 令和９年度 11,476
公益施設整備事業推進支援業務

再開発事業権利床等整備負担金 令和11年度まで

Ｊ Ｒ 芦 屋 駅 南 地 区 第 二 種 市
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第３３号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市駐車場事業特別会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

 

 

      令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                                             芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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3 44,069

1 使用料 44,069

8 2,930

8 繰入金 2,930

9 1

9 繰越金 1

47,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計
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1 46,000

1 駐車場事業費 46,000

30 1,000

30 予備費 1,000

47,000

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

駐車場事業費

予備費

歳　　出　　合　　計
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第３４号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市介護保険事業特別会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,778,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」

による。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた 

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

     令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                                             芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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1 2,132,167

1 介護保険料 2,132,167

3 52

2 手数料 52

4 2,279,364

1 国庫負担金 1,763,930

2 国庫補助金 515,434

5 2,769,882

5 支払基金交付金 2,769,882

6 1,471,040

1 県負担金 1,390,103

3 県補助金 80,937

8 6,617

1 財産運用収入 6,617

10 2,117,386

1 一般会計繰入金 1,801,026

2 基金繰入金 316,360

11 1

11 繰越金 1

13 1,491

1 延滞金、加算金及び過料 850

10 雑入 641

10,778,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

介護保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 394,017

1 総務管理費 268,825

3 介護認定審査会費 125,192

2 9,707,721

1 介護サービス等諸費 9,704,721

5 市特別給付費 3,000

5 612,600

2 介護予防・生活支援サービス事業費 483,585

3 一般介護予防事業費 60,973

4 包括的支援事業・任意事業費 68,042

6 6,617

6 基金積立金 6,617

9 47,045

1 償還金及び還付加算金 4,302

3 繰出金 42,743

30 10,000

30 予備費 10,000

10,778,000

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計
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限　　度　　額

第２表　債務負担行為

期　　　　　間事　　　　　　　項

1,252保 険 料 収 納 代 行 業 務

千円

認 知 症 地 域 支 援 令和９年度から 1,950

推 進 員 設 置 等 事 業 令和11年度まで

令和９年度
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第３５号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,471,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

 

 

     令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                                             芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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1 3,038,500

1 後期高齢者医療保険料 3,038,500

2 2

1 手数料 2

3 416,761

1 一般会計繰入金 416,761

4 1

1 繰越金 1

5 15,736

1 延滞金、加算金及び過料 250

2 償還金及び還付加算金 4,096

4 雑入 11,390

3,471,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 48,154

1 総務管理費 46,984

2 徴収費 1,170

2 3,417,750

1 後期高齢者医療広域連合納付金 3,417,750

3 4,096

1 償還金及び還付加算金 4,096

30 1,000

30 予備費 1,000

3,471,000

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計
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第３６号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市
打出
芦屋

財産区共有財産会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の
打出
芦屋

財産区共有財産会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,000千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

 

 

     令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                    芦屋市
打出
芦屋

財産区共有財産管理者 

                                             芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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2 8,198

1 財産運用収入 8,197

2 財産売払収入 1

3 2,800

3 繰入金 2,800

4 1

4 繰越金 1

5 1

20 雑入 1

11,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 10,700

1 財産区総務管理費 10,700

30 300

30 予備費 300

11,000

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

財産区総務費

予備費

歳　　出　　合　　計

-39-



 

-40-



   

  

第３７号議案 

 

 

 

   令和８年度芦屋市
三条
津知

財産区共有財産会計予算 

 

 

  令和８年度芦屋市の
三条
津知

財産区共有財産会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,600千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」 

 による。 

 

 

     令和８年２月１７日提出 

 

 

 

                    芦屋市
三条
津知

財産区共有財産管理者 

                                             芦屋市長  髙 島  崚 輔 
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1 598

1 財産運用収入 597

2 財産売払収入 1

2 2,000

2 繰入金 2,000

3 1

3 繰越金 1

4 1

20 雑入 1

2,600

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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1 2,400

1 財産区総務管理費 2,400

30 200

30 予備費 200

2,600

財産区総務費

予備費

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項
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